
<< さが未来アシスト事業費補助金の取組事例 >>

①フットパスで地域を元気に

昔からあるありのままの風景を楽しみながら
歩くフットパス。
フットパスを通じた交流人口の増加や経済の
活性化、地域資源の保全を目指し、新しいコース
の選定や、マップの作成、モニターツアーの開催
などに取り組みました。今後は、参加費収入等に
よる自立的運営を目指します。 フットパス当日の様子

②姫方地区ブルーベリー六次産業化事業

「みやき町産無農薬ブルーベリー」のブランド化
及び６次産業化を目指して、専門家から栽培方法
や商品加工の指導を受けました。
今後は収穫量を増やし、 「健幸長寿のまち」の

取組として住民向けイベントの開催を目指すととも
に、加工商品の販売に向けて取り組んでいきます。

ブルーベリー加工の様子

③古伊萬里通りのおひなさま

江戸明治期に伊万里焼の積出港として栄え
た古伊万里文化の継承とまちなかの賑わい
づくりを目指し、空き店舗等へひな人形を飾り、
街中を回遊する仕組みづくりに取り組んでいます。
また情報発信にも取り組み、認知度を高めて

集客力のあるイベントに育て、収入に繋げること
で、自立的運営を目指します。

イベント展示の様子

令和３年度さが未来アシスト事業費補助金

＜募集受付期間＞令和３年5月19日（水）まで

■ 補助の対象となる事業
１．地域の活性化を目的とするもの
２．自立的運営を見込んだ新たな仕組みを立ち上げようとするもの又は自立的運営を
見込んだ計画の途上にあるもの

3.審査会により選定された事業
（佐賀県中山間地・離島・県境振興対策本部において対象となった地域を除く）

補助対象地域 補助申請団体 補助率

実質的過疎地域 市町又はＣＳО
２分の１以内

（補助上限額3,000千円以内）

佐賀県中山間地・離島・県境振興対策本部において
対象となった地域

市町又はＣＳО 10分の９以内

実質的過疎地域を含む複数の市町にまたがる地域 ＣＳО
２分の１以内

（補助上限額3,000千円以内）

※締め切り後審査会を行い、補助対象事業を決定します



応募から交付対象事業決定までの流れ

県又は市町への事前相談
※

※事業への市町の協力内容を書いていただく必要があります

応募書類の提出

市町名 連絡先 市町名 連絡先

佐賀市企画政策課 0952-40-7025 吉野ヶ里町まち未来課 0952-37-0332

唐津市
国際交流・地域づくり課

0955-72-9220 基山町まちづくり課 0942-92-7935

鳥栖市総合政策課 0942-85-3511
上峰町
まち・ひと・しごと創生室

0952-52-2182

多久市総合政策課 0952-75-2116 みやき町企画調整課 0942-89-1655

伊万里市まちづくり課 0955-23-2114 玄海町農林水産課 0955-52-2199

武雄市企画政策課 0954-23-9325 有田町まちづくり課 0955-46-2990

鹿島市企画財政課 0954-63-2101 大町町企画政策課 0952-82-3112

小城市総合戦略課 0952-37-6199 江北町地域振興課 0952-86-5615

嬉野市企画政策課 0954-66-9117 白石町総合戦略課 0952-84-7132

神埼市企画課 0952-37-0102 太良町企画商工課 0954-67-0312

≪県内各市町の申請・相談先≫

⇒ 「さが未来アシスト事業費補助金について」とご相談ください。

【お問い合わせ先】
〒840-8570 佐賀県佐賀市城内１丁目１番59号 県庁新館７階

佐賀県地域交流部さが創生推進課 自発の地域づくり担当
TEL：0952-25-7505 ／ MAIL：sagasousei@pref.saga.lg.jp

①一つの市町で事業を行う場合 ②複数の市町で事業を行う場合

提出先：当該市町の担当部署

提出先：県

審査会

交付申請書の提出

交付決定

（採択された場合）

※①又は②により市町又は県へ提出


